
 

 

 

 

 
1. 入園申し込み 

   受付日 令和５年１１月 1 日（水）より 

       午前 8 時 30 分より受付をいたします。 
 

2. 入園の資格 

   満 3 歳以上学齢までの幼児。 
 

3. 募集人員 

   1 年保育 若干名 

    （平成３０年 4 月 2 日～平成３１年 4 月 1 日に生まれた人) 

   2 年保育 若干名 

    （平成３１年 4 月 2 日～令和２年 4 月 1 日に生まれた人） 

   3 年保育 ２０名 

    （令和２年 4 月 2 日～令和３年 4 月 1 日に生まれた人） 

   満 3 歳児  ２０名  

    （令和３年 4 月 2 日～令和４年 4 月 1 日に生まれた人） 
 

4. 制服・制帽の費用 

 ○制服代  

 

 

 

 ○遊び着（1,600 円）    ○上靴（1,500 円）     ○園章（700 円）  

○通園カバン（4.700円） ○ぞうり袋（1.800 円）  

○ピアニカ（5,500円）   

○学用品（クレヨン・ハサミ・のり等） 準備品（名札・氏名印・シール帳等）は実費。 
 

5. 料金について 

保育料 25,700円（満 3 歳児の誕生日以降は無償化となります） 

 
  

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

入園について 

学校法人聖山学園ひばり幼稚園   

ブレザー（4,500円） ☆ブラウス（1,800円） ☆ズボン（2,500 円）                

スカート（3,000円） ☆制帽（2,800 円） 

 

満３歳に達していない、ひよこ組園児に関して 
「満３歳に達した日（３歳の誕生日）から無償化対象」になります。3歳の誕生日を迎えるまでは

、無償化の対象に該当しませんので、誕生月までは保育料（25,700円）をお支払いいただくこと

になります。 

〔誕生月に関しましては、月の保育料を日割り計算した金額を誕生日の前日分までお支払い

いただく事になります。（誕生日の日からは無償化対象です）〕 

あらかじめご理解ご了承のほどをよろしくお願いいたします。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆絵本代（１ケ月 450 円） ☆育友会費（1 ケ月 750 円）  

☆給食費【１回 350 円】（毎月実費徴収・週３回給食を実施） 

 

 

 

 
  

☆特別園費（通園バス利用者のみ徴収 1 ケ月 往復 2.000 円 ・ 片道 1,000円）  
 

6. 保育時間 預かり保育について 
保育時間 [午前９時３０分～午後３時] ・土曜日は休日です 
 

預かり保育を利用されますと午前８時 ～ 午後６時までお子様をお預かりすることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請をだされますと、預かり保育の料金は 1日450円まで無償化対象です 

［預かり保育料金の無償化対象額］ 
 

〔Ａ〕450円 × （預かり保育の利用日数）＝ 一ヶ月の上限額   〔Ｂ〕実際に預かり保育を利用した金額 
 

〔Ａ〕 と 〔B〕 のうち金額が低い方が無償化対象額となります。 
 

⇒ 実際に預かり保育を利用した金額［Ｂ］が一ヶ月の上限額［Ａ］を超過した分は 

お支払いいただきます。 

●給食費（副食費の無償化）について 
年収３６０万円未満相当の世帯、または、小学校３年生以下の子どもが３人以上いる世帯

の第３子以降の園児に対して、副食費（おかず代や牛乳代など）が無償化になります。 

 

時間 該当日 料金 

８：００から～ 預かり保育実施日全て 無料 

９：３０～１２：２９ ※自由登園日のみ ３００円 

１２ ：３０～１５：２９ ※半日保育・自由登園日 ３００円 

１５ ：３０～１６：２９ 預かり保育実施日全て １００円 

１６ ：３０～１７：２９ 預かり保育実施日全て １００円 

１７：３０～１８：００ 預かり保育実施日全て ５０円 

 

〔預かり保育料金表〕 

２歳児子育て支援事業利用料減免制度について 
ひよこ組さん〔満三歳児クラス〕にご入園希望の保護者様への連絡です。 
 

本制度は、3歳の誕生日を迎えていない（無償化対象になっていない）、お子様の、一ヶ月

の保育料25700円に対する補助制度です。 
 

※ひよこ組に通う園児で該当するのは、 

現在「幼稚園にご兄姉がいる家庭」 

または「小学校第１学年～第２学年にご兄姉いるご家庭」が対象になります。 
 

該当するお子様が 

第２子の場合は 幼児一人当たり 月額8,566円（１／３減免） 

第３子以降の場合は 幼児一人当たり 月額17,133円（２／３減免） 
 

この金額が、対象者が、幼児教育・保育の無償化の対象となる月の前月まで、補助が受けられま

す。 （例）6月21日生まれの場合 ⇒ 4月・5月分が補助対象です。 
 

補助の受け渡しは、年度末に一括でのお渡しになる予定です。 
 


